
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
（
建

築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
う
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正 

二 

内
容 

         

三 

施
行
期
日 

 

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日 

令
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準 

改
正
前 

一
時
間
準
耐
火
基
準 

改
正
後 


